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衆議院商工委員会 消費者契約法案に対する附帯決議 

(平成 12 年 4 月 14 日） 

  

政府は、本法が、消費者と事業者との間に情報の質・量及び交渉力の格差が存在すること

にかんがみ、消費者利益の擁護のための新たな民事ルールを定めようとするものであるこ

との意義を十分に認識し、本法施行に当たり、消費者契約に係る紛争の防止とその公正か

つ円滑な解決を図るため、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

 

１ 立法趣旨や各条項の解釈等、当委員会の審議を通じて明らかにされた本法の内容につい

て、消費者、事業者、各種の裁判外紛争処理機関、都道府県及び市町村自治体における消

費者行政担当者等に十分周知徹底すること。 

 

２ 消費者契約に係る紛争の簡易、迅速な解決を図るため、裁判外の紛争処理機関の強化を

図ること。 

特に、 

 

（１）国民生活センター、都道府県及び市町村自治体に設置された消費生活センターが、

消費者契約に係る紛争の解決について果たすべき役割の重要性にかんがみ、その充実・強

化を図ること。都道府県及び市町村自治体に対しても、その住民が身近な消費生活センタ

ーで消費者契約に係る適切な情報提供、苦情相談、苦情処理が受けられる体制を確保され

るよう要請すること。 

 

（２）消費生活センターにおいて、消費者契約に係る紛争（トラブル）についての相談、

あっせんを行っている消費生活相談員は、その専門的な知識を基に本法を活用した消費者

利益の擁護のために重要な役割を果たすことが期待されることにかんがみ、その育成・人

材の確保及び本法のみならず民法や各般の個別法を総合的に活用できる専門性の向上のた

め、適切な施策の実施を行うこと。 

 

（３）都道府県等において条例で設置されている苦情処理委員会が、消費生活センターと

手続的連続性を有しながら、消費者契約に係る紛争を解決するための公正かつ中立的機関

として活用できることにかんがみ、高度に専門的な紛争の処理能力を向上させるため、苦

情処理機関の要請に応じて専門家を地方に派遣するなど、その活性化のための支援策を講

ずること。 

 

（４）消費者契約に係る紛争が裁判外で適切に解決されるための手段を十分確保するため、

各地の弁護士会が設置する弁護士仲裁センターが消費者契約に係る紛争解決に当たり、利
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用しやすいものとなるよう、日本弁護士連合会に協力を要請すること。 

３ 紛争の究極的な解決手段である裁判制度を消費者としての国民に利用しやすいものと

するという観点から、司法制度改革に係る検討に積極的に参画するとともに、その検討を

踏まえ、本法の施行状況もみながら差し止め請求、団体訴権の検討を行うこと。 

 

４ 本法の施行状況について十分に把握し、消費者契約に係る紛争防止のための是正策に資

するため、国民生活センターと全国の消費生活センターを結ぶオンライン・ネットワーク・

システムである全国消費生活情報ネットワーク・システム（ＰＩＯ－ＮＥＴ）により消費

者契約に係る紛争及びその解決の実態についての情報を正確に収集、整理し、その情報を

可能な限り国会等に公表するとともに、ＰＩＯ－ＮＥＴの拡充を図ること。 

 

５ 消費者が本法を活用しつつ、自己責任に基づいて主体的・合理的に行動できる能力を培

うため、消費者が、本法をはじめとする民事ルールの意義・役割、契約に関する的確な知

識や契約に当たっての消費者の役割について理解を深め、判断能力を向上させることがで

きるよう、学校教育などにおける消費者契約に関する消費者教育の支援に積極的に取り組

むこと。 

 

６ 電子商取引の進展など消費者契約の内容や形態が急速に多様化・複雑化してくることを

踏まえ、また本法が主として裁判等の規範としての性格を有することにかんがみ、消費者

契約に係る判例に関する情報及び消費生活センター等の裁判外紛争処理機関における処理

例の情報の蓄積に努め、本法施行後の状況につき分析、検討を行い、必要があれば５年を

目途に本法の見直しを含め所要の措置を講ずること。 

 

右決議する。 
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参議院経済・産業委員会 消費者契約法案に対する附帯決議 

（平成12年４月27日） 

 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

 

１ 消費者契約に係る紛争の簡易・迅速な解決を図るため、裁判外紛争処理機関の充実・強

化を図るとともに、その積極的な活用に努めること。 

特に、都道府県及び市町村に設置された消費生活センター、苦情処理委員会等について、

専門家の派遣等を含め、その支援に努めるとともに、紛争解決機能を充実する観点からセ

ンター等の役割の明確化、消費生活相談員の育成及び人材の確保を図ること。 

 

２ 消費者契約に係る紛争を防止するため、国民生活センターの全国消費生活情報ネットワ

ーク・システム（PIO－NET）を活用し、本法制定の趣旨に沿うよう、紛争及び解決の事例

に関する情報の的確な収集・分析を行うとともに、その結果を可能な限り国会等に公表す

るよう努めること。 

 

３ 消費者が、契約に関して自己責任に基づいた主体的・合理的な判断及び行動ができるよ

う、消費者教育の支援等に積極的に取り組むこと。 

 

４ 商品等に係る情報等が高度化・専門化してきている実情から、事業者が、特に高齢者に

みられる判断力の不足している者に対し、その状況に乗じて不当な消費者契約をすること

のないよう消費者の利益の擁護に特段の配慮をすること。 

 

５ 紛争の最終的な解決手段である裁判制度が消費者にとって利用しやすいものとなるよ

う、司法制度改革の動向及び本法の施行状況を踏まえ、差止請求に係る団体訴権について

検討すること。 

 

６ 消費者契約が今後ますます多様化かつ複雑化することにかんがみ、本法施行後の状況に

つき分析・検討を行い、必要に応じ５年を目途に本法の実効性をより一層高めるため、本

法の見直しを含め適切な措置を講ずること。 

 

右決議する。 

 

 

 

 


